
軽油引取税に係る農業用免税証の交付申請について
　令和３年分農業用免税証の交付申請を次のとおり受付します。

○受付期日及び場所

▼期日＝２月４日（木）　上三川地区・明治地区のうち多功及び天神町

　　　　２月５日（金）　本郷地区・明治地区（多功及び天神町を除く）

▼時間＝午前９時３０分～正午、午後１時～午後３時

▼場所＝上三川町役場３階　大会議室

※感染症予防対策のため、マスク着用をお願いします。発熱・体調の悪い方は来場をお控えください。

○持参するもの

▼新規申請以外の方

　・免税軽油使用者証

　・印かん

　・免税軽油の引取り等に係る報告書

　　（納品書等を持参。コピー可）　　 

　・４２０円（手数料）

　　（使用者証が今回更新の方のみ）

○免税証の交付

▼前年度の申請内容に変更のない方

　→　書類に不備がない場合、申請日に即日交付します。

▼新規申請の方及び追加交付希望の方

　→　現行法では免税制度が令和３年３月３１日で終了となるため、今後の法律改正によって免税

　　　制度が延長となる場合にのみ４月１日以降に宇都宮県税事務所窓口にて交付します。

　　　※追加交付希望の方は、前年交付と同数量分は申請日に交付します。

○注意事項

　・上記の受付期日で都合のつかない方は、２月１５日（月）～１７日（水）の間に栃木県庁河内庁

　　舎５階の大会議室で受付をしてください。

　　受付時間：午前８時４５分～午前１１時１５分、午後１時～午後３時３０分

　・新規申請及び数量変更希望の方を除き、耕作証明書の添付は不要です。

　・報告書に添付すべき納品書等を忘れた場合、免税証の即日交付はできません。紛失した場合   

    は、必ず購入店の販売証明書を持参してください。（新規申請の方を除く）

　・耕作証明書の発行を代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。

▼新規申請の方

　・印かん

　・農業委員会が発行する耕作証明書

　・作付内容のメモや使用機械のカタログ等

　・４２０円（手数料）
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